
●市・県民税についてのおたずねは／市民税課　市民税係（ＴＥＬ  ２１－６５２３）
　平田支所（ＴＥＬ ６３－５５５２）佐田支所（ＴＥＬ ８４－０１１５）多伎支所（ＴＥＬ ８６－３１１６）
　湖陵支所（ＴＥＬ ４３－１２１４）大社支所（ＴＥＬ ５３－３１１５）

3月に完成した長浜幼稚園。市税は教育や福祉など身近なこと
に使っています
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市
・
県
民
税
の
対
象
と
な
る
人

●
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
出

雲
市
に
住
所
の
あ
る
人
。

●
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
出

雲
市
に
住
所
は
な
い
が
事
務
所
、

事
業
所
の
あ
る
人
。

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法

　

納
付
方
法
は
普
通
徴
収
（
年
４

回
、
個
人
納
付
）
と
特
別
徴
収
（
毎

月
給
与
か
ら
引
き
去
り
）
の
２
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
が
か
か
ら
な
い
人

●
障
害
者
、未
成
年
者
、寡
婦
（
夫
）

で
、
前
年
中
の
合
計
所
得
が
１
２

　

５
万
円
以
下
の
人
。

●
前
年
中
の
合
計
所
得
が
『
非
課

税
基
準
額
（
扶
養
の
人
数
に
よ

り
変
動
）』
以
下
の
人
。

●
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
人
。

①
65
歳
以
上
の
人
へ
の
非
課
税
措

置
の
廃
止

　

65
歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
人
に

適
用
さ
れ
て
い
た
、
市
・
県
民
税

の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
昭
和
15
年
１
月
２
日

以
前
生
れ
の
人
は
、
平
成
18
年
度

は
１
／
３
課
税
、
平
成
19
年
度
は

２
／
３
課
税
、
平
成
20
年
度
か
ら

全
額
課
税
に
な
り
ま
す
。

②
老
年
者
控
除
の
廃
止

　

65
歳
以
上
の
人
が
対
象
の
老
年

者
控
除
（
48
万
円
）
が
廃
止
さ
れ

ま
す
。

③
公
的
年
金
等
控
除
額
の
改
正

　

65
歳
以
上
の
人
の
公
的
年
金
等

の
控
除
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
（
左

表
）。

④
同
居
の
妻
の
均
等
割
額
の
全
額

課
税

　

夫
婦
で
出
雲
市
内
に
住
ん
で
い

て
、
夫
が
均
等
割
を
納
税
し
て
い

る
妻
の
均
等
割
額
は
、
平
成
17
年

度
は
１
／
２
の
２
，０
０
０
円
で

し
た
が
、
平
成
18
年
度
以
降
は
全

額
の
４
，０
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
県
民
税
に
は
、
水

と
緑
の
森
づ
く
り
税
５
０
０
円
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

⑤
定
率
控
除
の
縮
減

　

市
・
県
民
税
（
所
得
割
額
）
か

ら
の
定
率
控
除
は
、
平
成
17
年
度

は
15
％
（
上
限
４
万
円
）
で
し
た

が
、
平
成
18
年
度
は
７
・
５
％
（
上

限
２
万
円
）
に
な
り
ま
す
。

　住民税は、市民の皆さんの豊かな生活をつ
くるために必要な財源です。
　そこで、市民税・県民税（以下「市・県民税」）
の課税のしくみや、平成18年度の税制改正につ
いてわかりやすくお知らせします。
　また、個々の税額については、6月中旬まで
に届く『市民税・県民税納税通知書』に記載
されていますので、合わせてご覧ください。

【普通徴収の納期】

1 期
6月16日（金）～

6月30日（金）

2 期
8月16日（水）～

8月31日（木）

3 期
10月16日（月）～

10月31日（火）

4 期
１月16日（火）～

１月31日（水）

税　額　＝　「均等割額」　＋　「所得割額」

◆均等割額　４,５００円　（市民税  ３,０００円、県民税  １,５００円）

◆所得割額　「平成１７年分課税総所得金額*」×「税率」－「速算控除額」－「税額控除額等」

平
成
18
年
度
こ
こ
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す

［65歳以上の人の公的年金等控除額］

平成17年度

公的年金等の収入額（A） 公的年金等控除額

260万円以下 140万円

260万円超  460万円以下 （A）×25％＋ 75万円

460万円超  820万円以下 （A）×15％＋121万円

820万円超 （A）× 5％＋203万円

平成18年度

公的年金等の収入額（A） 公的年金等控除額

330万円以下 120万円

330万円超  410万円以下 （A）×25％＋ 37万5,000円

410万円超  770万円以下 （A）×15％＋ 78万5,000円

770万円超 （A）× 5％＋155万5,000円

今年度から新たに課税される人の場合

〔年齢67歳　収入は公的年金収入240万円のみ　扶養親族なし〕  社会保険料控除20万円　基礎控除33万円

収入・所得 所得控除
市・県民税額

年　度
収　入
（Ａ）

公的年金等
控除　（Ｂ）

所　得
Ａ－Ｂ

老年者控除 その他 合　計

平成17年度 240万円 140万円 100万円 48万円 53万円 101万円 0円
平成18年度 240万円 120万円 120万円 0円 53万円 53万円 12,100円

前年度も課税されていた人の場合（年金所得者）

〔夫：75歳、収入は公的年金収入320万円のみ　妻：70歳、収入は公的年金収入60万円のみ〕  配偶者控除38万円、社会保険料控除21万円　基礎控除33万円

収入・所得 所得控除
市・県民税額

年　度
収　入
（Ａ）

公的年金等
控除　（Ｂ）

所　得
Ａ－Ｂ

老年者控除 その他 合　計

平成17年度 320万円 155万円 165万円 48万円 92万円 140万円 15,100円
平成18年度 320万円 120万円 200万円 0円 92万円 92万円 54,400円

前年度も課税されていた人の場合（給与所得者）

〔年齢45歳、給与収入480万円のみ　扶養親族なし〕  社会保険料控除27万円　基礎控除33万円

収入・所得 所得控除
市・県民税額

年　度
収　入
（Ａ）

公的年金等
控除　（Ｂ）

所　得
Ａ－Ｂ

社会保険料
控　　　除

基礎控除 合　計

平成17年度 480万円 150万円 330万円 27万円 33万円 60万円 149,000円
平成18年度 480万円 150万円 330万円 27万円 33万円 60万円 161,700円

税率・速算控除額

課税総所得金額
市　民　税 県　民　税

税  率 速算控除 税  率 速算控除

２００万円以下 ３％ ０円
２ ％ ０円

２００万円超 ８％ １００，０００円

７００万円超 １０％ ２４０，０００円 ３ ％ ７０，０００円

＊課税総所得金額…所得金額から所
得控除額（社会保険料、生命保
険料、扶養控除等）を差引いた額

（昭和15年1月2日以前生れで、前年
の合計所得金額が125万円以下の人
は均等割額、所得割額とも2／3が
減額になります。）

例 1

例 2

例 3

老年者控除廃止公的年金等控除改正

老年者控除廃止公的年金等控除改正

市・県民税の計算方法

税額控除額等…
定率控除、配当控除など
定率控除はＡの7.5％相当額
（2万円が上限）

Ａ

あなたの市・県民税

定率控除の見直し

定率控除の見直し

　平成17年度
までは、65歳
以上の人で合
計所得金額が
125万円以下
の人は、課税さ
れていませんで
した。

　昭和15年1月
2日以前生まれ
の人で合計所
得金額が125
万円以下の人
は、平成18年度
は、本来の税
額の2／3を減
額して課税し
ます。




